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Ｌ 権利者に及ぶ不利益の度合に応じた権利制限規定の類型について【イメージ図

[第１層］
権利者の利益を通常害さな

いと評価できる行為類型

今鯨苦嘉雛零戸
柔軟性の高い規定を整備

[ 第２居］［第３層］
著作物の本来的利用には該当著作物の本来的利用を伴うが､公益的政策実現等の
せず､不利益が軽微な行為類型ために著作物の利用の促進が期待される行為類型

今謡恕碧巨麓I悪豪邸今繍鯛富恕舗fI雪'蕪鶴'蝋駕‘
ある規定を整備な柔軟性を備えた規定を整備。
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※上図は、現行著作権法の各規定が主として属する領域を示したもの。
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権利者に及ぶ不利益


